
 

広島県立総合体育館に係る指定管理者の候補者の選定について 

 

スポーツ推進課　 
広島県立総合体育館の指定管理者について、広島県指定管理者選定委員会スポーツ推進部会（以下「スポーツ推進部会」という。）で

の審査を踏まえ、指定管理者の候補者を次のとおり選定した。 

 

１　指定管理者候補者 

【選定理由】 

スポーツ推進部会において、応募者から提出された事業計画書など、提案内容を審査基準に基づき審査を行った。 

その結果、「Ⅱ 利用促進、新たなイベント提案」及び「Ⅴ 申請者の取組姿勢」の項目において、 

①　現状を踏まえた現実的かつ具体的な目標設定 

②　施設の機能や価値を理解し、地域や関係団体等との連携体制を構築できていること 

などが、優れていると評価された。 

 

２　施設の概要 

 

 
候 補 者 公益財団法人広島県教育事業団

 
代 表 者 理事長　桜井　勝広

 
住 所 広島市西区観音新町二丁目 11 番 124 号

 
指 定 期 間 令和６年４月１日から令和 11 年３月 31 日（予定）

 
申 請 提 案 額 ８１５，４４２千円（予定）

 
所 在 地 広島市中区基町４－１

 
施設の設置目的 大規模スポーツ大会の開催と国際交流の促進を図るとともに県民スポーツ活動の拠点とする。

 
現指定管理者 公益財団法人広島県教育事業団



３　応募者（順番は申請順） 

 

４　広島県立総合体育館指定管理者選定状況 

（１）スポーツ推進部会委員 

 

 

 

 
応　　募　　者　　名 所　　在　　地 代　表　者　名

 
Ａ 公益財団法人広島県教育事業団 広島市西区観音新町二丁目 11 番 124 号 桜井　勝広

 

Ｂ

グリーンアリーナ活性化共同企業体 広島市西区商工センター二丁目３番１号 本田　雅彦
 

株式会社イズミテクノ 広島市西区商工センター二丁目３番１号 本田　雅彦
 

シンコースポーツ中国株式会社 広島市東区東蟹屋町５番５号 石崎　健太
 

ホームテレビ映像株式会社 広島市中区白島北町 19 番２号 水内　美輝
 

アシックススポーツファシリティーズ株式会社 兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目１番１ 原田　聡

 
部　会　長 田口　新也（広島県地域政策局スポーツ推進課長）

 

委　  員

西郷　紀子（西郷紀子社会保険労務士事務所特定社会保険労務士） 
橘　俊夫（橘公認会計士事務所公認会計士） 
堂本　ひさ美（公益財団法人広島県スポーツ協会常務理事） 
福田　由美子（広島工業大学工学部建築工学科教授） 
藤口　光紀（広島経済大学経済学部スポーツ経営学科教授）　　　　　　　　　※ 委員の順番は５０音順



（２）審査基準及び結果等 

　　　県は、「欲張りなライフスタイルの実現」に向け、県民が、気軽にスポーツを楽しむことができる機会をつくるとともに、観光や

文化、教育などの推進にもスポーツを最大限活用する、スポーツを核とした地域づくりに取り組んでいることから、審査項目の「Ⅰ 

利用者サービスの向上・確保」及び「Ⅱ 利用促進、新たなイベント提案」に特に重点をおいて審査を行った。 

 

 

 

審　査　基　準 審　査　の　項　目
配点 

ウエイト

応　　募　　者 

（※応募者名は３のとおり）
評価及び選定理由  

Ａ Ｂ

 Ⅰ 利用者サービ

スの向上・確保

・開館日、利用時間などは、利
用者のニーズに的確に応えた
ものか 

・施設及び附属設備の利用につ
いて円滑に管理運営される見
込みか 

・利用者等からの要望や苦情等
への的確な対応ができるか 

・利用者の安全対策が取られて
いるか（緊急時の避難体制等
を含む） 

・個人情報の取扱いが適切に行
える見込みか

２０ １４．１ １３．５

○Ａは、利用者からの要望等への的確な対

応や、施設の利用について円滑に管理運

営が見込まれると評価された。 

○Ｂは、利用者の安全対策や開館時間の延

長の提案が評価された。

 Ⅱ 利用促進、新た

なイベント提案

・利用状況等の目標設定は適当
かつ現実的か 

・利用促進策、利用者増への取
組がなされているか 

・広報活動等に係る内容（計画）
は適当か 

・施設の効用発揮のための魅力
的な提案がなされているか 

・「欲張りなライフスタイル」
等、県施策への協力等に係る
考え方はどうか 

・特定の者等に有利な利用とな
らないか

２０ １３．７ １３．０

○Ａは、現状を踏まえた現実的かつ具体的

な目標設定が評価された。 

○Ｂは、広報活動に関する新たな取組の提

案が評価された。一方、利用者数の目標

達成の実現性には疑問が残ると評価され

た。



 

 Ⅲ 維持管理水準

の妥当性

・設備・機器等の保守点検は仕
様書基準を満たしているか 

・警備・清掃等は仕様書基準を
満たしているか 

・施設の修繕や設備交換に関す
る取組がなされているか

１５ １０．２ ９．５

○Ａ及びＢは、いずれも維持管理水準は妥

当と評価された。 

○Ａは、小規模修繕業務の内製化の取組が

評価された。

 Ⅳ 申請者の経営

状況・信頼性

・責任者常駐の有無等、責任体
制は確保されているか 

・職員の執行体制（安全管理・
労災）が安定し、配置数は適
正か 

・有資格者、経験者の配置状況
は適切か 

・業務や安全管理等に対する職
員研修等の充実度はどうか 

・再委託を行う場合の内容及び
委託先は適切か 

・不測の事態への対応（保険等）
はどうか 

・財務状況は健全か 
・障害者の雇用の促進等に関す
る法律に基づく法定雇用率を
達成しているか

１５ ９．６ ９．５

○Ａ及びＢは、いずれも財務状況に問題は

ないと評価された。 

○Ａは、経験豊富な職員を多数配置してい

る点が評価された。 

○Ｂは、障害者の雇用について評価された。

 Ⅴ 申請者の取組

姿勢

・施設の目的・公共性の理解度
はどうか 

・地域や関係団体等との連携体
制が取れるか 

・事業計画やプレゼンにおける
申請者の取組姿勢はどうか

１０ ７．３ ６．３

○Ａは、施設の機能や価値を理解し、地域

や関係団体等との連携体制を構築できて

いる点が評価された。 

○Ｂは、新たな取組を提案する姿勢が評価

された。一方、地域や関係団体等との連

携が具体的ではないと評価された。
 Ⅵ 申請提案額（金

額評価）

最低提案額/申請提案額×10 
（※ 小数点第 1位まで求める。
小数第２位切捨て） 

（指定管理期間の全体額（５年
間分を合算）） 

なお、申請者の提案額が、管理
費用基準額を上回る場合は失格

１０ １０．０ ９．７

ＡがＢよりも低額であった。 

申請提案額 

Ａ：８１５，４４２千円 

Ｂ：８４０，０００千円



※本結果は、6名の委員の平均点によるものである。 

 Ⅶ 申請提案額の

実現性

・申請提案額と事業計画は整合
しているか 

・経費の効率化の方策の内容は
どうか 

・収益増への取組内容はどうか

１０ ６．４ ６．３

○Ａは、実現性をもった事業計画となって

いると評価された。 

○Ｂは、収益増への取組姿勢が評価された。

 

合　　計　　点　　数 １００ ７１．３ ６７．８


